
 

 

１ 

協 議 会 の 会 費 規 程  

 

ロ ボ ッ ト 革 命 ・ 産 業 I o Tイ ニ シ ア テ ィ ブ 協 議 会  

   

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 規 定 は 、ロ ボ ッ ト 革 命・産 業 I o Tイ ニ シ ア テ ィ ブ 協

議 会 の 協 議 会 規 約 第 ２ １ 条 に 基 づ き 、 会 員 の 会 費 に 関 し 必 要

な 事 項 を 定 め る 。  

 

（ 会 費 ）  

第 ２ 条  この会員の会費は、次に定めるとおりとする。 

      会員  年 ２０，０００円 

   ２ 会員が年度途中に入会又は退会した場合であっても、入会又は退会年度の

年会費は全額を支払うものとする。 

 

第 ３ 条   以下に該当するものは、会費の徴収を免除する。 

（１） 本協議会が運営する事業に参加し、協議会規約第１８条第２項、第１９

条、及び第２０条により、会費を納めているもの 

（２） 一般社団法人 日本機械工業連合会、及びその会員と、一般財団法人 機械

振興協会 

（３） 地方自治体、学会、及び研究・教育機関における有識者(大学教授等) 

（４） 事業者団体の代表者を本協議会の評議員として、本協議会の運営に協力

いただいている事業者団体 

 

（ 会 費 の 納 入 ）  

第 ４ 条   会 員 の 会 費 は 、年 度 初 に 一 括 納 入 す る こ と を 原 則 と す

る 。  
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 （ 附 則 ）    

１   本 基 準 は 、 ２ ０ ２ ２ 年 度 か ら 実 施 す る 。  

 

 制 定      ２ ０ ２ １ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日    

 


